
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令 和 6年 度 事 業 報 告 書

生主主営型量塾土△笙圭塁基

Vfr4'6irLlt
1 事業の成果
三鷹市牟礼近隣(井の頭公園、神田川、玉川上水等)の清掃活動を通して、子ども達に緑あふれる環境を

守る意識と地域貢献の大切さを感じてもらった。サッカー教室、ラグビー教室、ダンス教室等の開催を行

うことで地域交流の発展に寄与し、参加者にスポーツや学ぶことの楽しさを感じてもらうことで、青少

年の健全育成への寄与と、国際発展活動へのきっかけ作りを意識してもらうことができた。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業               (事 業費の総費用 【     】千円)
足駅 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

地域交流の発
展

保護者参加型 (親子)の幼
児サッカー教室

土日祝日等

国学院大学

久我山第 3

グランド

指導者 3名

ボランティ

アスタッフ

2名

実施場所近

隣にお住い

の親子

約 20組ノ毎

青少年の健全
育成、スポー
ツ教室の開催

中学生対象の体幹 トレー

指導 
及びラグビー技術 毎週火・土

国学院大学

久我山第 3

グランド

指導者 4名

ボランティ

アスタッ

フ」 1名

実施場所近

隣の中学生
約 20組ノ毎

青少年の健全
育成、スポー
ツ教室の開催

体幹運動及びサッカー技
術指導

毎週火・金

国学院大学

久我山第 3

グランド

指導者 3名

ボランティ

アスタッフ

2名

実施場所近

隣にお住い

の幼児・小

学 1.2年生

約 20組/毎

地域交流の発
展

近隣清掃活動イベント
不定期 1～ 3

回/毎

三 鷹 市 牟

礼、井の頭、

杉並区久我

山、世田谷

区北烏山島

スタッフ3

名 中学生
ボランティ

アスタッフ

70名

実施場所近

隣の在住在

勤者

約 1000名

地域活力・交
流、スポーツ
教室の開催

保護者 (母親)への体幹 ト
レーニング、サッカー技
術指導

毎週水曜日

国学院大学

久我山第 3

グランド

指導者2名

ポランティ

アスタッフ

1名

実施場所近

隣にお住い

の 保 護 者

(母親)

約 15名 /毎

青少年の
育成、地
流

健全
域交
保護者対象の子どもに対
する食事指導

不定期 2回
/年

三鷹市井の

頭 1-7-5A

INA井の
頭 lF

指導者 1名

ボランティ

アスタッフ

1名

実施場所近

隣にお住い

の保護者

約 30名 /毎

青少年の健全
育成

学校の授業サポー ト (補
習教室)開催

毎週火・水・

木・金

三鷹市井の

頭 1-7-5A

lNA井 の
頭 lF

指導者 1名

ボランティ

アスタッフ

1名

実施場所近

隣にお住い

の中学生

約 10名 /毎



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 6年度 活動計算書
事 業 報 告 用

(その他事業がない場合 )
特定非営利活動法人  日本伝統文化協議会
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828,000
2 取

受取寄附金
施設等受入評価益

受取補助金
3 受取

スポーツ教室等開催による青少年の育成、教育活動事業
スポーツを通した地域交流、地域発展活動事業

4

5 そ の の

受取利増

A

B

1

(1)人
給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

(2)その
諸会費

.928.790

支払手数 ||

2

(1)人
役員報酬

給料手当
退職給付費用

福利厚生費

(2)そ
82

会議費
旅費交通費
消耗品費
接待交際費
紅税公課

支払手数料

通信費
支払寄附金
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 6年度 貸借対照表
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人  日本伝統文化協議会

′

2

の

(1 ) 形

(2) 形

3) その

520,000
727

423,695
130,000

現金預金

小口現金

普通預金

未収金

車両運搬具

什器備品

ソフ トウェア

借地権

敷金

長期貸付金

1,074.422①+②【A】 資 産 合 計

115.971

113,929

2,042

の

2

+

1

B-1

未払金

預 り金

長期借入金

退職給付引当金

4,542,611

4,542,611

582

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】

B-2
3,925,1`65

の正

正

正 産味財
341 205

4 1

1.074,422

|

|



式 16 28条 係 )

令和 6年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本伝統文イし協議会

1 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準によつています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2)固 定資産の減価償却の方法

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

引当金

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5)消費税等の会計処理

2.事 業別損益の状況
単位

△
ロ事業部門計 管理部門

事業事

スr―ツを通じた

地域交流地域
発展

スポーツ教室開催
等による青少年科 目

10,000

828,000
0

2,960,000
177

10,000
0

0

0

177

0

828,000
0

2,960,000
0

967,900

828,000

1,992,100

798 177310 177967 9002 820 100

0

3,320
1,320
880

14,404
1,527

3,379,185
36,336
20,000
0

3,320
1,320

880

14,404
1,527

450,395
36,336
20,000
0

2,928,791,083,1641,845,626

528 1822 928 790
l 083 164

3 456 9721825281,083 1646261,845
859 10974 474

人件費計
(2)そ の他経費
諸謝金

会議費
旅費交通費
消耗品費
接待交際費
租税公課
支払手数料
通信費
支払寄附金

雑費
その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

益

□囮回国ロ

……
口回ロロロ
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算定方法内容 金額

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳
円 )

使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、 下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

ユ

‘

|]

備考期末残高期首残高 当期海て少額内容

合計

|111,■ 11`|:r■ .■|取得 減少期首取得価額科 日

石形固定資産
車両運搬具
什器備品

無形固定資産

投資その他の資産

敷金

合計

5.固 定資産の増減内訳
円 )

6.借 入金の増減内訳
(単

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

単 :円 )

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必

要な事項

事業費と管理費の按分方法

期末残高当期借入 当期返済期首残高科 目
4,542,6112,257,501

ｎ

】 4,542,6112 医目 [皿2,257 501合計

…

内、役員と
の取引

内、近親者

及び支配法
人との取引

計算書類に計
上された金額

科 目

4,542,6114,542,6114,542,611

4,542,6114,542,611 4,542,611

(活動計算書)

活動計算書計

(貸借対照表 )

長期借入金

貸借対照表計

8

その他の事業に係る資産の状況

貢

一

交
〓
渦

一

チ

〓

鶴

Ｅ

土

一
期
一
二

匡茎ユ錮亜

2,285,110



書式第 17号 (法第28条関係 )

令和 6年度 財産目録
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本伝統文化協議会
〔単位 :円

金   額 ,,lr t+ 合   計

【ハ

現金

II:L含金庫普通預金

o20,000

727

423.695

イベント参加費米収金 130.00)

l.074,422

1.074.422

2

1

車両運搬具
事業用車両

什器備品
パ ソコン

2

ソフトウェア
オペレ~ン ヨンシステム
文篠編集ノフト

(t地イ

そ

敷金

【A】 資 産 合 計 ①+② 1.074.422

【〔

:末ツ
減L不動考‐紹雰負多

`ζ

票彊1籠
霧発最軍我対
預り金
源泉徴収税

40.467

70.000

3.462

115,971

2.042

115.9'1

固

長期借入金
|1劃人借入金

退職給付引当金
職員

4,542,611

4,542,611

4 542 611

【B-1】 負 債 合 計 ③+C 4.658.582

-3.584. 160

|

|

|     |     |
|   |   |

|

|

|

|

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【8-1】

:合 |

[だ

,-1】 負

固定負櫃

負螢塗



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和6年度年間役員名簿
(前事業年よにおいて役■であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこ

れからの■についての前事彙年度における●日の■無を口●した名簿)

q+,E+f fl iFSE L -+--,v s + t?#yty y€,.ffi

1 檀日事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

′

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

√

2 役員一覧

役 名
(フ リガナ) 前事業年度内

の就任期間
報目を受けた

"蘭(●当奢のみに■入)
氏   名

理事

rl / -zr 
l-. 令和6年 8月 1日 ～

令和 7年 7月 31日波多野 誠

理事

エビナ ヨシタカ 令和 6年 8月 1日 ～

令和 7年 7月 31日海老名 義隆

理事

カトウ ユウスケ 令和6年 8月 1日 ～

令和 7年 7月 31日加藤 祐介

理事

アダチ フミヒコ 令和 6年 8月 1日 ～

令和 7年 4月 8日足達 文彦

理事

サイトウ イサム 令和6年 8月 1日 ～

令和 7年 4月 8日齋藤 勇

理事

コウサカ ミツテル 令和 6年 8月 1日 ～

令和 7年 4月 8日香坂 充輝

理事

タカノヽシ シュウイチロウ 令和 6年 8月 1日 ～

令和 7年 4月 8日高橋 周一郎

理事

ハセガワ タケシ 令和 6年 8月 1日 ～

令和 7年 4月 8日長谷川 毅

理事

ニキ ショウコ 令和6年 8月 1日 ～

令和 7年 7月 31日仁木 彰子

10 監事
サダイケ シン 令和6年 8月 1日 ～

令和 7年 7月 31日定池 伸



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人 イじ

氏   名

1
波多野 臓

2 定
池 伸

3 小山 臓

4 海老名 義隆

5
加● 祐介

6 波多野 江利

7 仁木 彰子

8 島裳 カ

9 秋丸 和仁

10
抱山 渉

11

12




